
お問い合わせ・申請書提出先 窓口受付時間：月～金（土日祝閉庁）８：３０～１７：１５

内灘町教育委員会学校教育課 〒９２０－０２９２ 内灘町字大学１丁目２番地１ 内灘町役場３階

TEL（０７６）２８６－６７１７ FAX（０７６）２８６－６７１４

※窓口受付時間内に来られない場合、お電話にてご相談ください

別記様式第１号（第４条関係）

令和７年度 就学援助申請書

令和 ７年 ４月 １０日（提出日）

令和７年度の就学援助について下記 2点を承諾し、申請します。
①学校給食費、学校集金等の滞納がある場合は、就学援助費の請求、受領及び返納等に関する一切の権限

について学校長を代理人と定め委任することとなります。

②就学援助費をその目的以外に使用、又は虚偽の申請をしたときは、認定を取り消し返還していただきます。

なお、就学援助費は、下記の口座へ振り込んでください。(申請者の口座をご記入ください。)

◆前年中又は本年度において下記のいずれかの措置を受けた。
（該当するものに☑をつけて、減免または受給が分かる証明書等のコピーを添付してください。）
□(ア)生活保護の停止又は廃止 □(エ)固定資産税の減免
☑(イ)町民税の非課税又は減免 □(オ)国民年金保険料の免除又は国民健康保険の保険料の減免
□(ウ)個人事業税の減免 □(カ)児童扶養手当の受給 （※申請時現在受給者のみ対象）

□(キ)地震による被災

（あて先）内灘町教育委員会

申請者

(保護者)

郵便番号 ９２０ － ×××× 住 所 河北郡内灘町字○○○丁目○番地○ アパート内灘 １０１号

令和7年1月1日の住所(上記と同じ場合記入不要)

氏 名 (署名又は記名押印)

自宅電話 ０７６ － ××× － ×××× 携帯・勤務先 ××× － ×××× － ××××

前年度の就学援助受給 有.・無 小学 1年生・中学 1年生のみ 新入学学用品費受給 有・無
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氏 名
保護者と

の 続 柄
生年月日

勤務先・学校名・学年・組 個人番号 住宅の形態

申 請 者

本 人
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家賃

50,000円
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※家族の状況は児童生徒の家族全員（同居の祖父母等含む）を記入します。

税関係書類等調査承諾書

就学援助の審査に必要な下記の調査について承諾します。
①生活保護法に基づく教育扶助の受給状況 ④児童扶養手当の受給状況
②町税等の課税状況 ⑤持家状況
③国民年金保険料の免除又は国民健康保険の保険料の減免状況

(18歳以上の方は、必ず各自が署名又は記名押印してください。)
申請者氏名 氏 名 氏 名

氏 名 氏 名 氏 名

金融機関名
河北 銀 行

信用金庫

内 灘 本店

支店

支所・出張所

フリガナ ウチナダ タロウ

口座名義人 内灘 太郎

普通預金の口座番号 ×××××××

前年度就学援助費受給者の方は上記記載口座の変更の有無 有 ・ 無

２ 申請手続き

提出書類：①｢令和７年度 就学援助申請書｣

②裏面「１ 援助の対象となる方」に記載の、認定基準ごとに必要な書類

③通帳の「振込先銀行・支店・口座番号・口座名義」が確認できる部分の写し

その他、必要に応じて審査に必要となる書類の提出を求めることがあります。

提出期限：令和７年５月9日（金）締切

締切を過ぎた場合も、随時申請を受け付けています。この場合、申請した月分から支給対象と

なります。

※締切までに提出できない場合で、当初からの認定を希望される場合は、締切前に必ず下記の

お問い合わせ先にご相談ください。

提 出 先：内灘町教育委員会学校教育課（内灘町役場３階） ※学校には提出できません。

認定結果：７月中旬頃に保護者あてに通知します。

３ 援助の内容

８月末、１１月末、３月中旬に原則として申請者（保護者）の振込口座に支給します。

学校給食費や学納金に滞納がある場合は、支給額から滞納額を差し引いた額を支給します。

※生活保護（教育扶助）を受けている場合は、修学旅行費のみを支給の対象とします。

４ 申請に関する注意事項

・児童生徒2人以上の申請をする場合、保護者１名につき1枚の申請書となります。

・令和7年1月 1日現在の住所と申請時の住所が異なる場合、必ず前住所も記入してください。

・「家族の状況」は、児童生徒と同一住所に住民登録がある方全員（世帯分離している方や施設入所して

いる方も含む）を記入してください。また、住民票上の住所が別でも同居している方がいる場合は、そ

の方についても記入してください。

・申請後、住所、家族構成等が変わった時は、再申請が必要です。下記まで必ずご連絡ください。

・申請後に申請内容が事実と相違することになった場合や虚偽の申請をした場合、援助費を目的外に使用

した場合、認定を取り消し、すでに支給した援助費の返還を求めることがあります。

援 助 項 目 支 給 額

学校給食費 保護者が負担する費用

学用品費 小学生：11,630円、中学生：22,730円

通学用品費 小学生・中学生：2,270円 ※小学１年、中学１年を除く

新入学児童生徒学用品費

（小学１年、中学1年のみ）

小学１年生：57,060円、中学１年生：6３,000円

※入学前支給を受けた小学１年及び中学１年を除く

校外活動費

（小学６年、中学３年を除く）

実際にかかった交通費、見学料等の一部

※活動があった月に認定されていた参加者のみが対象

修学旅行費

（小学６年、中学３年のみ）

実際にかかった交通費、宿泊費、見学料等の一部

※活動があった月に認定されていた参加者のみが対象

卒業アルバム購入費 実費 ※小学６年、中学３年で卒業アルバム購入者のみ

日本スポーツ振興センター共済掛金 小学生・中学生：460円 ※随時認定者を除く

内灘 太郎

内灘 太郎

内灘 夏子

内灘 花子

妻
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○○会社

無し

内灘中学校 １年１組

子

○
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内灘 一郎 ○○小学校 ３年１組

○年○月○日

○○保育所 年少子内灘 二郎

河北 春子 義母

河北 秋子 義妹

無し

××会社

内灘 太郎 ӈ࿄ ࠄݭ 河北 春子

河北 秋子 ○印 代理で記名した場合は、

必ず押印してください。

○

世帯分離している場合も、

同じ住所に住民登録がある

方は全員記入してください。

記 入 例 小学校、中学校にお子さまの兄弟姉妹がいる場合でも申請書は１枚のみの提出です。

転居・転入した場合は必ず前住所を記入してください。

○年○月○日
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当てはまる項目がある場合は、

□にチェックをいれ、該当する書

類を提出してください。


